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第９回ＡＭＥＩＣＣ ＷＧＣＩ会合 ２００４年７月２２日～２３日、ラオス人民共和国 

共同議長サマリー（仮訳） 

 

１．２００４年７月２２日～２３日に、ラオス人民共和国のビエンチャンにて第９回ＷＧ

ＣＩ会合が開催された。 

 

２．会合にはアセアン各国と日本から官民の代表が参加した。出席者リストは Annex１を参

照のこと。 

 

３．冒頭、ラオス工業ハンディクラフト省のソンボウン（Somboun Rasasombath）副大臣が

開会挨拶を行い、全ての参加者に対する歓迎の意を表した。開会挨拶の中で、ソンボウ

ン副大臣はアセアンの競争力改善に関して、意見交換と他国の経験から学ぶことは地域

の経済成長を加速するのに貢献すると述べた。また、ソンボウン副大臣はアセアン諸国

が化学産業の投資を促進する包括的な枠組みを持つことの必要性と、健康と環境を保全

するために国際的に調和のとれたアプローチを持続することの必要性を強調した。 

基調講演の全文は Annex ２を参照のこと。 

 

４．会合では、ラオスの工業ハンディクラフト省工業局のスーチャイ（Soutchay Sisouvong） 

 次長と日本の経済産業省製造産業局の眞鍋隆化学課長が共同議長を務めた。 

 

（ａ）AMEICC の活動報告 

５．AMEICC 事務局（JODC）から２００４年３月にタイで開催された SEOM-METI 会合(日アセ

アン経済高級事務レベル会合)において、WGCI の活動状況について政府高級事務レベルに

報告した旨説明が行われた。また、本会合の成果は WGIC 及び SEOM-METI に報告された後、

最終的には２００４年９月にインドネシアで開催される AEM-METI 会合(日アセアン経済

大臣会合)に報告される旨説明が行われた。更に、AMEICC 事務局はアセアンと日本の化学

産業のニーズが、アセアンと日本の経済連携協定の交渉プロセスに反映されることを希

望する旨表明した。 

 

（ｂ）アセアン諸国における化学物質管理に係る法制度 

６．日本化学工業協会の代表者から企業における自主活動と法規制について、次の点を説

明した。 

 －人間の性質に照らして自主活動と法規制の両方が必要である。 

 －各国の特徴と現状に合わせて、自主活動と法規制の調和を保つことが必要である。 

 －アセアン諸国は自主活動と法規制からなる適切な化学物質管理制度を構築する必要で

ある。   
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７．日本のプラスチック処理促進協会の代表者からグリーン調達について、次の点を説明

した。 

  －化学産業は電機・電子、自動車といった下流のユーザ産業から化学物質とその適合性

評価の報告を求められるグリーン調達の課題に直面している。 

 －化学物質管理制度は中小企業を含む長いサプライチェーンへの対応という課題に直面

している。 

 －「自動車使用化学物質グローバル会議」は化学・プラスチック業界が発言する絶好の

機会。 

 －ＩＣＣＡは電機・電子及び自動車業界の使用化学物質リスト策定の動きに対応するた

めの調査を実施するタスクフォースを設置した。 

 －ＷＧＣＩのメンバーはこのような活動を理解し、参加することが期待される。 

 

８．日本政府は日本における化学物質管理に係る法制度について、化審法に基づく化学物

質の事前審査制度並びに化管法に基づくＰＲＴＲ制度及びＭＳＤＳ制度による企業の自

主的管理の促進について説明した。また、日本政府はアセアン諸国における化学物質管

理制度の整備に対して支援する用意がある旨表明した。 

 

９．アセアン諸国から各々の化学物質管理に係る法規制の現状について報告があった。 

いくつかの国では関係省が緊密に協力して、化学物質管理の法規制を整備していること

が報告された。アセアン原加盟６ヶ国は運用改善の必要性を指摘し、後加盟のＣＬＭＶ

諸国は今後の法制度整備の必要性を指摘した。会合は、アセアン諸国の化学物質管理の

法制度問題に対応するには、キャパシティ・ビルディングが不可欠であるとの共通認識

に至った。 

 

（ｃ）アセアン諸国におけるレスポンシブルケア活動と日本の研修事業 

１０．日本政府は環境保全・化学物質管理に係る技術研修事業の背景、研修一覧、これま

での成果について報告した。また、日本政府は今年のＡＯＴＳ東京研修、ジェトロが

実施するレスポンシブルケア活動及びＧＨＳ実施の分野での専門家派遣事業について

説明した。日本政府は１０月に実施するＡＯＴＳ東京研修の候補者については、８月

１２日までにＡＯＴＳ横浜本部に推薦するようアセアン諸国に要請した。いくつかの

アセアン諸国から日本の技術協力における貢献に対して謝意が示された。 

 

１１．アセアン諸国は各国のレスポンシブルケア活動の現状と日本の研修事業に対する評

価について報告した。会合は、アセアン諸国でレスポンシブルケア活動を更に促進す

るためには、情報共有と各国の基本方針への相互理解が必要不可欠であるとの共通認

識に至った。いくつかのアセアン諸国から日本が提供している化学物質管理に係る研
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修事業に対して謝意が示された。ミャンマーは日本の支援によりミャンマーでレスポ

ンシブルケア活動のセミナーを開催することに関心がある旨表明した。日本政府は、

毎年１～２月頃にジェトロ現地事務所はレスポンシブルケア活動の専門家派遣を含む

翌年度のＪＥＸＡ事業の計画を立てるので、その頃にジェトロ・ヤンゴン事務所に相

談するように助言した。 

 

（ｄ）アセアン諸国の化学産業、投資促進政策、スペシャリティ化学産業の動向 

１２．アセアン諸国は各々の化学産業、投資促進政策、スペシャリティ化学産業の現状に

ついて報告した。いくつかのアセアン諸国は、外資の直接投資を促進する優遇政策に

焦点を当てて報告した。会合は、アセアン諸国の化学産業の現状について情報交換を

継続することの重要性を確認した。 

 

（ｅ）世界の石油化学製品の需給見通し 

１３．日本政府は、２００３～２００８年の世界の石油化学製品の需給見通しについて説

明し、ナフサ価格の高騰と特に中東での生産能力の拡大に起因して、石油化学製品の

中長期的な国際競争が継続することを強調した。また、中国の現在の経済成長が中長

期的に持続するという前提で、世界の石油化学製品の需要は今後とも着実に増加する

ことを示した。 

 

（ｆ）最近の化学品を巡る諸問題 

１４．日本政府は東アジアにおけるＦＴＡ交渉の取り組み状況と、同地域における将来的

な化学品貿易の関税率引き下げの見通しについて報告した。日本の化学産業代表は、

ＷＴＯドーハ・ラウンドの最近の動きと、新ラウンドにおける化学品セクターに対す

るＩＣＣＡの基本的な対応方針について報告した。化学産業代表は、ＷＴＯドーハ・

ラウンドとＦＴＡを通じた化学品貿易の自由化を歓迎する旨表明し、ＷＧＣＩ会合で

も化学品貿易の自由化について活発に議論すべきことを提案した。これに対して、ア

セアン諸国はセンシティブな化学品の関税撤廃については、各国の実情に配慮して、

適当な期間をかけて実施すべき旨表明した。 

 

（ｇ）第３回ＡＰＥＣ化学ダイアローグ 

１５．マレーシア化学産業協議会（ＣＩＣＭ）の会長は、２００４年５月２５日にチリの

プーコンで開催された第３回ＡＰＥＣ開学ダイアローグでの議論について報告した。 

 

（ｉ）欧州ＲＥＡＣＨの問題 

   マレーシアは他のＡＰＥＣ加盟国と共に法令遵守に伴うコストに関する懸念を表明

した。他には、欧州ＲＥＡＣＨが化学品貿易に及ぼす否定的な影響に関する懸念も表
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明された。更にマレーシアは、多くの点でその原則が未だ十分に理解されていないの

で、欧州ＲＥＡＣＨに対する更なる研究と評価が必要である旨発言した。 

   タイは欧州の新化学物質規制の抱える問題点を欧州共同体に伝えることの重要性を

強調した。また、タイはＡＣＩＣの下で本件を議論し、欧州共同体に新化学物質規制

を修正するよう説得するための報告書をまとめるための委員会を設置することを提案

した。 

 

（ｉｉ）国際的な調和システム（ＧＨＳ） 

   ＡＰＥＣ化学ダイアローグはＧＨＳを支持し、化学産業の発展にとって最優先事項

であることを確認した。また、ＡＰＥＣ化学ダイアローグは加盟国のための情報源と

して使用されるウェブサイトを立ち上げることに合意した。更に、重要な点は二つの

ウェブサイトが進行中の計画に係わる透明性を確保することになる。 

 

（ｈ）その他 

１６．ラオスは日本の経済産業省が推進するグリーン援助計画（ＧＡＰ）に参加したタイ

の経験を見て、ラオスがＧＡＰへ参加して得る便益が大きいため、アセアン諸国、特

にＣＬＭ３ヶ国もＧＡＰに参加できるようすべき旨提案した。事務局からラオスの要

請を経済産業省のＧＡＰの担当課へ伝える旨表明した。 

 

１７．マレーシアは２００４年９月７日～８日にＧＨＳセミナーをマレーシアでＡＰＥＣ

と共同開催するとの情報を提供した。マレーシアは参加資格のある国の２名分の必要

経費は肩代わりするとの条件で、アセアン諸国に出席登録を８月６日までに行うよう

に注意喚起した。また、マレーシアは次回の化学会議は２００５年６月に開催される

との情報を提供した。 

 

１８．フィリピンはアジア太平洋レスポンシブルケア会議（ＡＰＲＣＣ）が２００５年１

１月にマニラで開催されるとの情報を提供した。 

 

１９．シンガポールは２００４年９月１５日～１７日にシンガポールで開催されるアセア

ン化学産業協議会会議（ＡＣＩＣＣ）への招待状をアセアン諸国へ送付するとの情報

を提供した。 

 

２０．会合は全てのアセアン諸国がＷＧＣＩに参加することの重要性を強調し、インドネ

シアが今次会合に参加しなかったことが遺憾である旨表明した。 
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（ｉ）今後の活動 

２１．日本からの提案について、会合は地域における化学品の自由貿易の問題及び化学品

貿易に影響をもたらす可能性のある化学物質管理に係る法制度について、次回Ａ 

ＭＥＩＣＣ ＷＧＣＩで更に議論することに合意した。 

 

（ｊ）次回会合の時期と開催場所 

２２．次回会合は２００５年７月にインドネシアで開催することが合意された。ＡＭＥＩ

ＣＣ事務局はインドネシア政府の同意を踏まえて、２００４年末までに次回会合の時

期と開催場所について参加国に連絡する。 

 

２３．会合は温かい接待と会合の優れた準備に対して、ラオス政府に深く謝意を表した。 

 

 

 

 


